
のぞみ荘短期入所生活介護 利用料金表 

（すべて 1日あたりの料金です 単位：円）       令和 3 年 8 月 1 日現在 
基本料金 

要介護度 1 割負担 2 割負担 3 割負担 

要支援 1 446 892 1,338 

要支援 2 555 1,110 1,665 

要介護 1 596 1,192 1,788 

要介護 2 665 1,330 1,995 

要介護 3 737 1,474 2,211 

要介護 4 806 1,612 2,418 

要介護 5 874 1,748 2,622 

※2 割負担の方は 2 倍、3 割負担の方は 3 倍の額になります 
○ｻｰﾋﾞｽ提供体制強化加算Ⅲ 6 ※  要支援は対象外  

○夜勤職員配置加算（Ⅰ） 13 夜勤職員配置加算（Ⅲ） 15 

看護体制加算Ⅰ 4 看護体制加算Ⅱ 8 

 ※療養食加算：医師の食事箋に基づく療養食を提供した場合に 1 食 8 円 
 ※送迎加算：自宅とのぞみ荘間を車両で送迎した場合に片道あたり 184 円 
 ※上記の介護利用料の合算額に対して、介護職員処遇加算（Ⅰ：加算率 8.3%）・ 

  介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ：加算率 2.3%）をいただきます 
滞在費・食費は自己負担となりご利用者本人の収入によって 4 段階に分かれます 

 滞在費 
食事代 

多床室 個 室 

第 1 段階 0 320 300 

第 2 段階 370 420 600 

第 3 段階① 370 820 1,000 

第 3 段階② 370 820 1,300 

第 4 段階 855 1,171 

1,445 

(朝)320 

(昼)620 

(夕)505 

 
第 1 段階 世帯全員が市民税非課税で生活保護を受給している方 

第 2 段階 世帯全員が市民税非課税で所得金額と課税年金収入額の合計額

が年額 80 万円以下の方 

第 3 段階① 世帯全員が市民税非課税で所得金額と課税年金額収入額の合計

額が年額 80 万円超 120 万円以下の方 

第 3 段階② 世帯全員が市民税非課税で所得金額と課税年金額収入額の合計

額が年額 120 万円超の方 
第 4 段階 第 1･2･3 段階以外の方（市民税課税世帯の方） 

 



1 日あたりのご利用料金の目安 

 

基本料金＋滞在費＋食費 

※介護職員処遇改善加算（Ⅰ）、介護職員等特定処遇改善（Ⅱ）は含まれていません 

 
 

多床室 要支援 1 要支援2 要介護 1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 

第 1段階 746 855 896 965 1,037 1,106 1,174 

第 2段階 1,416 1,525 1,566 1,635 1,707 1,776 1,844 

第 3段階① 1,816 1,925 1,966 2,035 2,107 2,176 2,244 

第 3段階② 2,116 2,225 2,266 2,355 2,407 2,476 2,544 

第 4 段階 

(2 割負担) 

(3 割負担) 

2,746 

(3,192) 

(3,638) 

2,855 

(3,410) 

(3,965) 

2,896 

(3,492) 

(4,088) 

2,965 

(3,630) 

(4,295) 

3,037 

(3,774) 

(4,511) 

3,106 

(3,912) 

(4,718) 

3,174 

(4,048) 

(4,922) 

 
 

個 室 要支援 1 要支援2 要介護 1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 

第 1段階 1,066 1,175 1,216 1,285 1,357 1,426 1,494 

第 2段階 1,466 1,575 1,616 1,685 1,757 1,826 1,894 

第 3段階① 2,266 2,375 2,416 2,485 2,557 2,626 2,694 

第 3段階② 2,566 2,675 2,716 2,785 2,857 2,926 2,994 

第 4 段階 

(2 割負担) 

(3 割負担) 

3,062 

(3,508) 

(3,954) 

3,171 

(3,726) 

(4,281) 

3,212 

(3,808) 

(4,404) 

3,281 

(3,946) 

(4,611) 

3,353 

(4,090) 

(4,827) 

3,422 

(4,288) 

(5,034) 

3,490 

(4,364) 

(5,238) 

 


